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露店などを開設する際には、次の事項を遵守してください。

露店等開設における遵守事項

不特定多数の方が集合するイベントで火気器具を使用する場合は、消火器の準備が必要にな
ります。

イベント会場で火気器具等を使用する皆様へ

消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から５ｍ以内の場所には設備を設置しな
いこと。

消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設備を設
置しないこと。

火器等を扱う露店等は、消火器を設置し、取扱方法等及び防火安全上の管理を徹
底すること。

火災等の発生に備え、消火、通報、避難誘導等の担当者を決めておくこと。

可搬式発電機は、使用禁止のため持ち込まないこと。

玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等
に入れるか、防災処理を施した覆いをするよう徹底すること。

内容等届出事項を変更したときは、直ちに主催者に連絡すること。

移動式ストーブ、ガスコンロ、カセットコンロ、バーベ

キューコンロ、七輪、電気コンロ、IHコンロ、可動式発

電機など。

火気器具等 消火器

ABC消火器を1個以上

設置すること。

ご不明な点等は、お問い合わせください。 峡南消防本部 北部消防署　055-272-8199


